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地域全体で取組む放牧の推進（北海道：足寄町）

○取組の概要

各経営の放牧方式は様々であるが、共通する放牧状況
は以下のとおり。

昼夜放牧の実施（５中～１０下）、電気牧柵の導入、給水施
設･牧道の整備、短草利用（高栄養、高消化率等）

○取組実績（平成１７年度）

放牧実施農家数：５２戸 （H12は36戸）

放牧頭数：４，７８２頭 （H12は3,465頭）

放牧面積：３，００８ｈａ （H12は1,884ha）

推進活動：全道規模の放牧酪農ネットワーク交流会開催

○取組の効果（Ｓ牧場の場合)
・作業時間の軽減(飼料給与）：５時間２０分→３時間２０分

（３８％の軽減）

・疾病の軽減や耐用年数の延長：乳房炎や胃腸病の減少

・購入飼料費の減少：６６５万円→４１５万円（３８％の軽減）

・意識の変革：地域の連帯感醸成による婦人の社会参加が
乳製品加工等の取組として結実

○ 北海道足寄町では畜産、特に酪農が基幹産業となっており、乳牛は１２０戸で１０，４００頭が飼養され、

濃厚飼料多給による高泌乳量化により生乳生産量は増加しているものの、疾病の多発や購入飼料費の
増嵩、ふん尿処理対策等が課題。

○ こうした中、本町の自然条件に着目した放牧方式導入の機運が高まり、平成８年に７戸１４名(現在１０
戸）からなる「放牧酪農研究会」が発足して、集約放牧への取組を開始。町内の他地域でも放牧に取組む
組織が発足して放牧頭数が増加。

地域における放牧の実践

足寄町放牧酪農研究会 足寄町山麓放牧の会
足寄町新規就農者の会

組織の調整

集約放牧の様子

○足寄町開拓農協
○十勝東部普及ｾﾝﾀｰ

○北海道
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技術の指導 事業の支援

相互連携

集約放牧の模式図

小さな牧区に区切り
１日単位で移動する方式

大きな牧区を ・・・



○取組の概要

ＷＣＳ生産組合（ ９名すべて耕種農家）が平成１５年度に

専用収穫機を導入し、利用促進協議会の需給調整等により、
栽培管理から収穫、調製等の作業を受託。

○取組実績（平成１６年度）

作付面積：２２．３ｈａ（地区水稲農家２２戸から賃借）

給与個数：１，１６８個

利用農家：酪農家７戸、肉用牛農家７戸

販売価格：３，３００円／個

○取組の効果と課題

・利用促進協議会が調整機能を発揮して、生産計画の策定、
栽培利用協定の締結（堆肥散布による地力維持、専用品種
の導入、適期収穫の励行など）、品質保証システムの確立
などが取組まれており、良質な稲発酵粗飼料の安定生産が
行われている。

・作付面積の約８割が直播栽培であるため、直播栽培技術
の向上が課題。

稲発酵粗飼料の作付拡大（秋田県）

ＪＡ秋田ふるさと
（畜産農家）

・酪農家７戸、肉用牛農家７戸
・購入、運搬、保管

○ 秋田県横手市は水稲が基幹作物であるが、排水性が悪い水田では転作作物として野菜等の栽培は難
しく、生産性の高い作物の定着が課題。

○ 排水不良地でも栽培が容易で、従来の栽培技術や作業機械が活用できる稲発酵粗飼料に着目し、平
成１５年度に地区の農作業受託組織が共同で「横手北部ＷＣＳ生産組合」を設立して、稲発酵粗飼料の
生産に取組むとともに、生産組合や利用農家、市、ＪＡ、農業改良普及指導員からなる「横手･平鹿稲発酵
粗飼料利用促進協議会」を立ち上げ、円滑な需給調整を実施。

横手北部ＷＣＳ生産組合

・構成員９名（法人１、任意組合２）

・稲発酵粗飼料の栽培、収穫、調製

・農地の賃借 地区水稲農家

２２戸

ロールベールのラッピング専用収穫機による収穫

横手･平鹿稲発酵粗飼料利用促進協議会

イネＷＣＳ指導機関
連絡会

・ＪＡ、市、地域振興局で構成
・栽培・給与技術指導など

・ｲﾈWCS需給調整会議の開催
・生産計画の策定
・栽培利用協定の締結
・品質保証システムの確立

ｲﾈWCS販売 3,300円/個

農地貸出

技術指導等



○取組の概要

・地元農協（ＪＡ稲敷）が中心となり、稲発酵粗飼料の作付
拡大を計画していることから、同組合の受託作業量は今後、
増加が見込まれる。

・１６年度に収穫調製機械（ロールベーラーなど）を新たに
導入し、今後も稲発酵粗飼料の収穫調製や稲わら収集梱
包を中心に受託作業量の拡大を志向。

○今後の課題

・生産された稲発酵粗飼料の販売先の多くは県北部の大
宮町と遠隔地であるため輸送費負担が重く、近隣の畜産農
家への供給比率の向上が課題。

コントラクターによる作業受託（茨城県）

○取組実績 （平成１7年度）

○主な作業料金

1,000ﾗｯﾋﾟﾝｸﾞ
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散布

25,000ＷＣＳ
収穫
調製

3,500ﾃﾞｨｽｸﾓｱ

5,000ﾛｰﾙﾍﾞｰﾗｰ
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牧草収穫

８０ｈａ２５ｈａ６０ｈａ受託面積

３０戸３０戸１２戸受託戸数
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布

稲発酵粗
飼料収穫
調製
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○ 茨城県稲敷市の本新草地利用組合（耕種農家３戸で構成）は、転作田における飼料作物栽培作業の共
同化を目的として平成12年に設立。

○ その後、周辺酪農家の要望もあり、牧草収穫の作業を受託開始。現在では、牧草に加え稲発酵粗飼料
の収穫調製、稲わらの収集梱包、普通作のたい肥散布作業などの作業を受託。

たい肥散布作業ＷＣＳの収穫作業



耕作放棄地を活用した放牧の取組み（山口県）
○ 山口県では、農家が安心して放牧に取り組めるよう、各行政･研究機関が役割を分担しながら相互に連携する指導体
制を構築。

○ この指導体制のもと、関係者が一体となって放牧を推進した結果、県内耕作放棄地の放牧利用は、７４ｈａ（１４年度）
から１３６ｈａ（１６年度）と拡大し、特に、移動放牧は９ｈａ（１３年度)から６７ｈａ（１６年度）に拡大。

○ なお、１７年９月には、本県で放牧サミット（放牧の普及を図るための全国的な勉強会）を開催し、当該事例の現地調
査を実施。

千人塚放牧場（美祢郡秋芳町）

牛のいる風景に住民が好感
地域との信頼関係築いて放牧拡大

・１３年から転作水田で放牧を開始し、１６
年度には５ｈａに拡大。稲作農家（２１戸）
が放牧管理をしており、肉用牛は畜産農
家から借り受け。転作助成金も有効に活用。
・地域住民の理解･協力により、脱柵時などスムーズな連絡体制を
構築。

特区放牧場（長門市油谷）

・６名で放牧組合を設立し、１７年４月から
荒廃棚田１ｈａで放牧開始。
・特区の措置（特定法人への農地貸付、
農地取得の下限面積緩和５０ａ→１０ａ）により、新たな放牧地や参
画者の拡大を目指す。
・オーナー制度により５頭の牛を確保、常時３～４頭による周年放牧
を実施。

構造改革特区の中で水田放牧特区に認定
放牧牛確保にオーナー制度を導入

県畜産試験場
１．放牧未経験牛の馴致
２．技術サポート

移動放牧の指導体制

県農林事務所
１．日常的な技術指導
２．組織間の連絡調整

市町村・JA
１．放牧希望者の窓口
２．地元調整

レンタカウ制度の実施体制

県農林事務所畜産部・家保

畜産農家

市町村・ＪＡ

地域住民

耕作放棄地や水田等で放牧
・住民との事前調整
・地権者との了解
・放牧場の確保

県畜産試験場支援

誘導

誘導
衛生管理

管理・観察
牛の貸出

放牧牛・放牧施設
技術指導

要請･連携


